
御殿場市民会館汚水・雑排水槽清掃業務仕様書 

 

１ 業務場所 

御殿場市民会館敷地内 

 

２ 点検時期 

年１回 

 

３ 目的 

  御殿場市民会館に設置している汚水・雑排水槽について定期的に清掃を行い、良好な

状態に保つため。 

 

４ 業務内容 

  「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条」に基づき汚水槽及び雑排水

槽の清掃及び消毒を実施する。 

 

５ 実施方法 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条の２第１項」のほか

関係法令に従い、実施すること。 

 

６ 実施結果の報告 

業務報告書は、市からの要望があった際にすぐに提出できるよう準備しておくこと。

ただし、作業中に異常等が認められた場合は直ちに報告し、改善策の提出等を行うこと。 

 

７ その他 

（１）業務にあたり、施設・備品・その他第三者に対し、故意もしくは重大な過失によ 

り損害を与えた場合は賠償の責を負う。 

（２）この仕様書に疑義及び定めのない事項のあるときは、市と協議し、その都度定める。 

 


